
別紙（改正後全文） 

廃棄物処理施設整備交付金交付取扱要領 

 

 

１．循環型社会形成推進地域計画の提出について 

（１）市町村（一部事務組合、広域連合及び特別区を含む。以下同じ。）は、循環型社会

形成推進地域計画（以下「地域計画」という。）の作成に当たり必要に応じて都道府

県及び環境省と意見交換を行うための会議を開催すること。 

（２）市町村は、作成した地域計画を所管都道府県を経由して環境大臣に提出すること。 

（３）提出された地域計画について、環境省は当該地域計画の記載事項の内容や記載もれ

がないかを確認する等の審査をした上で、速やかに承認するものとする。 

 

 

２．交付金の交付の申請について 

（１）交付対象事業者は、環境大臣あて交付申請することとし、様式第１「交付金交付申請

書」を所管都道府県知事に提出（都道府県が実施する事業を除く。）すること。その

際、災害廃棄物処理計画を添付すること。ただし、「廃棄物処理施設整備交付金交付

要綱」（平成２７年２月２７日付環廃対発第 1502275 号環境事務次官通知。以下「交

付要綱」という。）別表１の第１１項の事業を実施する場合は、事業完了後速やかに

所管都道府県を経由して環境大臣に提出すること。なお、第２０項（３）ア、イ及び

ウに係る延命化計画については、事業開始年度の様式第１「交付金交付申請書」に添

付すること。 

 

（２）所管都道府県知事は、交付対象事業に係る交付金の交付が法令及び予算で定めると

ころに違反しないかどうか、交付対象事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金

額の算定に誤りがないかどうか、その記載事項に不備又は不適当なものがないかどう

か等を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、様式第２「交付金交付申請

報告書」及び交付対象事業者より提出のあった災害廃棄物処理計画を環境大臣に提出

すること。 

 

 

３．交付金の交付決定変更の申請について 

（１）交付対象事業における交付金の事業間、費目間の調整は自由であるが、地域計画の

内容の著しい変更を伴うものは、様式第３「交付金交付決定変更申請書」を第２項の

交付金の交付の申請の手続きに準じて提出すること。 

 

（２）所管都道府県知事は、様式第４「交付金交付決定変更申請報告書」を第２項の交付

金の交付の申請の手続きに準じて提出すること。 

 



 

４．交付の決定について 

 （１）環境大臣は、第２項の規定による交付申請書又は第３項の規定による交付決定変更

申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、交付金を交付すべきもの又は交

付決定の内容を変更すべきものと認めたときは、交付決定又は変更交付決定を行うも

のとする。 

 

 （２）都道府県知事は、（１）で交付決定又は変更交付決定が行われたときは、交付決定

通知書又は変更交付決定通知書を交付対象事業者に送付するものとする。 

 

 

５．交付対象事業の完了予定期日の変更について 

（１）交付対象事業が予定の期間内に完了しないため、交付対象事業完了予定期日（以下

「完了予定期日」という。）を変更しようとする場合は、様式第５「交付対象事業の

完了予定期日変更報告書」を第２項の交付金の交付の申請の手続きに準じて環境大臣

に報告し、その指示を受けるものとする。 

ただし、変更後の完了予定期日が当初の完了予定期日の属する年度を越えない場合

で、かつ当初の完了予定期日後６箇月以内である場合は、この限りではない。 

 

（２）前号にかかわらず、完了予定期日の変更が地域計画の内容の著しい変更に伴う場合

は、第３項に規定する交付金の交付決定変更の申請によること。 

 

 

６．申請等の様式について 

申請書等の様式は、次のとおりとする。 

（１）交付金交付申請書                様式第１ 

（２）交付金交付申請報告書              様式第２ 

（３）交付金交付決定変更申請書            様式第３ 

（４）交付金交付決定変更申請報告書          様式第４ 

（５）交付対象事業の完了予定期日変更報告書      様式第５ 

（６）交付金中止（廃止）承認申請書          様式第６ 

（７）交付金事業実績報告書              様式第７ 

（８）交付金事業年度終了実績報告書          様式第８ 

（９）循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書  様式第９ 

（10）循環型社会形成推進地域計画改善計画書      様式第 10 

 

 

７．事業費の費目の内容及び算定方法について 

（１）交付金の交付の対象となる事業費（以下「交付対象事業費」という。）の区分及び



各費目の内容は、別表１の第Ⅰ欄及び第Ⅱ欄並びに別表２の第１欄及び第２欄に掲げ

るものとする。 

なお、様式第１「交付金交付申請書」及び様式第３「交付金交付決定変更申請書」

で定めている「工事費」は、本工事費、付帯工事費、廃焼却施設解体費、用地費及び

補償費、調査費、工事雑費の総計とする。 

 

（２）交付対象事業費の算定の要領及び基準については、別表１の第Ⅰ欄に掲げる区分に

つきそれぞれ同表の第Ⅳ欄に掲げる基準額並びに別表２の第１欄に掲げる区分につき

それぞれ同表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額を人槽区

分ごとに比較して少ない方の額を選定し、掲げる基準額の合計とする。 

 

（３）設計単価及び歩掛の算出について、前号の定めにより難い特別な事情があるとき

は、諸要素を勘案して適正な単価等を用いて算出し、その算出に用いた資料を提出す

ること。 

 

 

８．交付金の中止又は廃止について 

交付金の交付の決定があった後、事情の変更等により、交付対象事業の全部若しくは一

部を中止し、又は廃止しようとする場合には、様式第６「交付金中止（廃止）承認申請

書」を第２項の交付金の交付の申請の手続に準じて提出して承認を受けなければならな

い。 

 

 

９．交付金事業事務の標準的処理期間 

（１）交付金交付申請の受理後、交付を決定するまでに通常要すべき標準的な期間は３０

日とする。 

 

（２）都道府県知事においては、交付金交付申請書の受理後、環境大臣に提出するまでに

通常要すべき標準的な期間は３０日とする。 

 

 

10．状況報告等 

環境大臣は、必要と認めるときは、交付金の交付の決定を受けた交付対象事業者に対し

て、経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができるものと

する。 

 

 

11．実績報告 



 

（２）第２０項（１）イ、ウ、エ及びケ並びに第２０項（３）ア、イ及びウに係る施設保

全計画については、事業最終年度の様式第７「交付金事業実績報告書」に添付するこ

と。 

（１）この交付金の額の確定については、「循環型社会形成推進交付金等の額の確定につ

いて」（令和３年２月４日付け環循適発第 2102043 号環境省環境再生・資源循環局長

通知）に基づき行うこととする。 

 

（２）都道府県知事は、交付対象事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合におい

て、既にその額を超える交付金が交付されているときは、その超える部分の交付金の

返還を命ずるものとする。 

 

（３）（２）の交付金の返還期限は、その命令のなされた日から２０日以内とする。ただ

し、交付対象事業者が交付金の返還のための予算措置につき議会の承認を必要とする

場合で、かつ、２０日以内の期限により難い場合には、額の確定通知の日から９０日

以内とすることができる。なお、返還期限内に交付金に相当する額の納付がない場合

には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利 10.95%の割合で

計算した延滞金を徴するものとする。 

 

 

13．交付金の支払 

  交付金は、第 12 項により交付すべき交付金の額を確定した後、支払うものとする。た

だし、環境大臣が必要であると認める場合であって、財務大臣との協議が整った場合に

は、概算払をすることができる。 

 

 

14.交付決定の取消し等 

（１）環境大臣は、第８項による交付対象事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の

申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第４項（１）の交付

（１）この交付金の事業実績報告は、事業の完了の日から起算して１か月を経過した日又

は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第７「交付金事業実績報告書」を

都道府県知事に提出するものとする。ただし、都道府県が実施する事業の場合は、

「都道府県知事」を「環境大臣」と読み替えるものとする。 

なお、交付対象事業の実施期間内において、国の会計年度が終了したときは、翌年

度の４月３０日までに様式第８「交付金事業年度終了実績報告書」を都道府県知事に

提出しなければならない。 

 

 

12．交付金の額の確定等 



の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

ア．市町村が、法令等若しくは交付要綱及びこの交付取扱要領に基づく環境大臣の指示

等に従わない場合 

イ．市町村が、交付金を交付対象事業以外の用途に使用した場合 

ウ．市町村が、交付対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

エ．天災地変その他交付金の交付の決定後に生じた事情の変更により交付対象事業を遂

行することができない場合（市町村の責めに帰すべき事情による場合を除く。） 

（２）大臣は、前項の取消しを行った場合は、既に当該取消しに係る部分に関し交付金が

交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるもの

とする。 

（３）環境大臣は、前項の返還を命ずる場合であって、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１７条第１項に基づく交付決定の取

消しである場合には、（１）エに規定する場合を除き、その命令に係る交付金の受領

の日から納付の日までの日数に応じて、年利 10.95%の割合で計算した加算金の納付を

併せて命ずるものとする。 

（４）（２）に基づく交付金の返還については、第１２項（３）（ただし書きを除く。）

の規定を準用する。 

 

 

15．事後評価 

（１）交付要綱第９第１項の規定による事後評価は、次に定めるところにより行うものと

する。 

ア．事後評価は、地域計画の目標の達成状況等について行うものとする。 

イ．事後評価の報告は、様式第９「循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書」

によるものとする。 

ウ．市町村は、イ．に定める報告書を目標年度の翌年度の６月までに都道府県知事に提

出するものとする。 

エ．都道府県知事は、ウ．により提出された報告書の内容を評価し、所見を付して目標

年度の翌年度の７月末までに環境大臣に報告するとともに、市町村に対し当該所見を

通知するものとする。 

 

（２）（１）の事後評価の結果、地域計画の目標が達成されていないことが明らかとなっ

た場合には、次に定めるところにより、目標達成に向けて改善を図るものとする。 

ア．地域計画の目標が達成されていないことが明らかとなった市町村は、その要因及び

目標の達成に向けた方策等を内容とする改善計画書を様式第 10「循環型社会形成推

進地域計画改善計画書」により作成して、（１）イの報告書に添付して都道府県知事

に提出するものとする。 

イ．都道府県知事は、ア．により提出された計画書の内容を評価し、所見を付して

（１）エの報告と併せて環境大臣に提出するとともに、市町村に対し当該所見を通知



するものとする。 

ウ．イ．により改善計画書の提出を受けた環境大臣は、特に目標達成が見込まれない市

町村に対しては、目標達成に向けた重点的な助言その他必要な措置を行うものとす

る。 

 

 （３）市町村は、事後評価を行った時点で有効な地域計画を有する場合、或いは事後評価

の実施以降に新たに地域計画を作成する場合は、（１）の報告書及び（２）の改善計

画書の内容を反映させるものとする。 

 

（４）事後評価を行った市町村は、都道府県知事の所見を付した報告書をインターネット

又は広報誌への掲載等により公表するものとする。また、（２）の規定による改善計

画書を作成した場合、併せてこれも公表するものとする。 

 

 

16. 電子情報処理組織による申請等 

（１）交付対象事業者は、第２項の規定に基づく交付の申請、第３項の規定に基づく変更

交付の申請、第５項の規定に基づく交付対象事業の完了予定期日の変更報告、第８項

の規定に基づく中止又は廃止の申請、第１０項の規定に基づく状況報告等、第１１項

の規定に基づく実績報告、第１５項の規定に基づく事後評価については、電子情報処

理組織を使用する方法（適正化法第２６条の２及び３の規定に基づき環境大臣が定め

るものをいう。）により行うことができる。 

 

（２）都道府県知事は、第２項の規定に基づく交付の申請報告、第３項の規定に基づく変

更交付の申請報告、第１２項の規定に基づく額の確定等については、電子情報処理組

織を使用する方法（適正化法第２６条の２及び３の規定に基づき環境大臣が定めるも

のをいう。）により行うことができる。 

 

 

17. 電子情報処理組織による通知等 

環境大臣は、第１６項の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示又は命

令について、当該通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 

 

 

19．交付の対象となる事業の細目基準 

 

 

18．その他 

特別の事情により、第１項（２）、第７項及び第１１項に定める算定方法及び手続等に

よることができない場合には、あらかじめ環境大臣の承認を受けてその定めるところによ

るものとする。 



交付金の交付の対象となる事業にあっては、別に定める廃棄物処理施設の性能指針等に

適合していること。 

 

 

20．交付対象事業の範囲 

交付対象事業は、次に掲げる事業であって、交付対象事業者における交付対象事業費の

合計が１０，０００千円以上となるものであること（ただし、浄化槽設置整備事業、施設

整備に関する計画支援事業及び災害廃棄物処理計画策定支援事業についてはこの限りでは

ない。）。 

（１）新設（更新を含む。以下同じ。）に係る事業 

新設に係る事業とは、廃棄物の処理に直接必要な設備及びこれを補完する設備から成る

一体的な施設を建設するものであり、交付要綱別表１の第１項から第７項までの事業とし、

焼却施設又は再資源化施設を整備する際の廃焼却施設の解体事業（解体する廃焼却施設は、

整備する焼却施設又は再資源化施設と関連性・連続性があり、同数であるものに限る。）

及び廃焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該廃焼却施設の

解体事業（交付要綱別表１の第２項の事業として分散型資源回収拠点施設を整備する際は、

廃焼却施設の跡地を利用しない場合であっても対象とする。）並びに必要に応じ最小限度

の用地の取得に係る事業を含むことができるものとする。 

イ．エネルギー回収型廃棄物処理施設のうち、ごみ焼却施設については、エネルギー回

収率２２．０％相当以上（規模により異なる。）の施設を整備するものであり、施設

の長寿命化のための施設保全計画を策定し、あらかじめ、ごみ処理の広域化・施設の

集約化、PFI 等の民間活用、廃棄物処理の有料化及び交付限度額に対する単年度交付

額の平準化等について検討、一般廃棄物会計基準の導入を行い、別に定める「エネル

ギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」に適合するものに限る。 

ウ エネルギー回収型廃棄物処理施設のうち、メタンガス化施設については、メタン発

酵残さとその他のごみ焼却を行う施設と組み合わせた方式を含み、施設の長寿命化の

ための施設保全計画を策定し、別に定める「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マ

ニュアル」に適合するものに限る。 

エ．上記イ．のうち、ごみ焼却施設に高効率エネルギー回収に必要な設備を整備する場

合は、エネルギー回収率２６．０％相当以上（規模により異なる。）の施設であるこ

と、整備する施設に関して災害廃棄物対策指針を踏まえて地域における災害廃棄物処

理計画を策定して災害廃棄物の受け入れに必要な設備を備えること、二酸化炭素排出

量が「事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガス

の排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施

を図るために必要な指針」に定める一般廃棄物焼却施設における一般廃棄物処理量当

たりの二酸化炭素排出量の目安に適合するよう努めるとともに、エネルギーの使用及

なお、以上のほか、各事業についての要件は次のとおりである。 

ア．廃棄物運搬中継施設については、地域におけるごみ処理の広域化・集約化に伴って

整備するものに限る。 



び熱回収に係る二酸化炭素排出量については一定の水準を満たすこと及び別に定める

「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」に適合するものに限る。 

オ．エネルギー回収型廃棄物処理施設のうち、ごみ固形燃料（ＲＤＦ）化施設等の整備

については、発電効率又は熱回収率が２０％以上のごみ固形燃料（ＲＤＦ）利用施設

等へ安定的に持ち込むことが可能なものに限る。 

カ．ごみ固形燃料（ＲＤＦ）発電等焼却施設及びごみ固形燃料（ＲＤＦ）化等施設につ

いては、「ごみ固形燃料の適正管理対策について」（平成１５年１２月２５日付環廃

対発第 031225004 号）の「４．ごみ固形燃料の製造・利用に関するガイドライン」等

に適合させるために、安全対策上、必要な設備を追加して設置する事業を含む。 

キ．マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設及び廃棄物運搬

中継施設については、「石綿含有家庭用品を処理する際の留意すべき事項について」

（平成１８年６月９日付環廃対発第 060609002 号）等に適合させるために、安全対策

上、必要な設備を追加して設置する事業を含む。 

ク．高効率ごみ発電施設については、発電効率２３％相当以上（規模により異なる。）

の施設を整備するものであり、施設の長寿命化のための施設保全計画を策定し、原則

として、ごみ処理の広域化・集約化に伴い、既存施設の削減が見込まれること（焼却

能力３００ｔ／日以上の施設についても更なる広域化を目指すこととするが、これ以

上の広域化が困難な場合についてはこの限りではない。）及び別に定める「高効率ご

み発電施設整備マニュアル」に適合するものに限る。 

ケ. 上記ク.のうち、高効率ごみ発電施設について、高効率発電に必要な設備を整備す

る場合は、二酸化炭素排出量が「事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常

生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、

その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」に定める一般廃棄物焼却施設にお

ける一般廃棄物処理量当たりの二酸化炭素排出量の目安に適合するよう努めるととも

に、エネルギーの使用及び熱回収に係る二酸化炭素排出量については一定の水準を満

たすものに限る。 

コ．分散型資源回収拠点施設については、整備する施設で回収する品目に生ごみ、廃食

用油、剪定枝のいずれかを含むこととし、同施設における廃棄物の予定回収量、リサ

イクル率、回収物の再生手法及び再生材の用途並びに施設規模を地域計画に記載する

ものに限る。 

また、整備する施設は 1 施設あたり人口５万人程度を対象とする。 

 

（２）増設に係る事業 

また、当該事業の実施にあたっては、第２０項（１）カ及びキに定める事業、焼却施設

又は再資源化施設を整備する際の廃焼却施設の解体事業（解体する廃焼却施設は、整備す

増設に係る事業とは、既に設置されている廃棄物処理施設の処理能力を増強させるた

め、当該廃棄物処理施設の一部を改造し、又は当該廃棄物処理施設の一部として廃棄物の

処理に直接必要な設備を新たに整備するものであり、交付要綱別表１の第１項から第７項

までの事業とする。 



る焼却施設又は再資源化施設と関連性・連続性があり、同数であるものに限る。）及び廃

焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該廃焼却施設の解体事

業並びに必要に応じ最小限度の用地の取得に係る事業を含むことができるものとする。 

なお、以上のほか、最終処分場再生事業については、既に埋め立てられている廃棄物を

減容し埋立処分容量を増加する事業であって、その際に基準に適合する最終処分場とする

ものに限る。なお、埋立処分容量の増加による新たな埋立終期に対応するために既存の水

処理等の関連施設を改修する場合は、再生事業終了後の跡地利用を含む期間の費用を積み

立てる等の財源確保措置を講じ、新たに最終処分場を整備する場合より費用対効果が優れ

ていることを確認した上での総合的な計画である場合に限る。 

 

（３）改良・改造に係る事業 

改良・改造に係る事業とは、既に設置されている廃棄物処理施設の一部を改良・改造す

るものであり、交付要綱別表１の第８項から第１０項の事業とする。 

なお、以上のほか、各事業についての要件は次のとおりである。 

ア．廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業（交付率１／３）については、ごみ焼却施設、

し尿処理施設、リサイクルセンター又はストックヤードを対象とし、あらかじめ延命化

計画を策定して施設の基幹的設備を改良するもので、当該改良を通じて施設の稼働に必

要なエネルギーの消費に伴い排出される二酸化炭素の量が３％相当以上削減されるもの

又は整備する施設に関して災害廃棄物対策指針を踏まえて地域における災害廃棄物処理

計画を策定して災害廃棄物の受け入れに必要な設備を備えるもの、事業実施後は全連続

運転を行うものであって（ただし、し尿処理施設、リサイクルセンター、ストックヤー

ド及び交付要綱第３第１項の豪雪地域、半島地域、山村地域、過疎地域についてはこの

限りではない。）、事業実施後に一定期間の延命化を図り、事業実施後の施設保全計画

を策定するもの及び別に定める「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル」に適合

するものに限る。ただし、延命化計画又は施設保全計画の策定については、同様の内容

を含む他の計画を有する場合はこの限りではない。 

イ ．火災防止に資する設備改良として実施する廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業

（交付率１／３）については、ごみ焼却施設、リサイクルセンター又はストックヤード

を対象とし、あらかじめ延命化計画を策定して消火設備その他火災防止に必要な設備を

新たに設置又は改良するもので、事業実施後に一定期間の延命化を図り、事業実施後の

施設保全計画を策定するもの、別に定める「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュア

ル」に適合するもの及び市町村等がリチウム蓄電池等の分別回収を実施済又は当該事業

完了までに実施予定のものに限る。 ただし、延命化計画又は施設保全計画の策定につ

いては、同様の内容を含む他の計画を有する場合はこの限りではない。 

ウ．廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業（交付率１／２）については、し尿処理施設を

対象とし、あらかじめ延命化計画を策定して施設の基幹的設備を改良するもので、当該

改良を通じて施設の稼働に必要なエネルギーの消費に伴い排出される二酸化炭素の量が

２０％以上削減されるものであり、事業実施後の施設保全計画を策定するもの及び別に

定める「廃棄物処理施設の基幹的設備改良マニュアル」に適合するものに限る。ただ



し、延命化計画又は施設保全計画の策定については、同様の内容を含む他の計画を有す

る場合はこの限りではない。 

エ．廃棄物処理施設基幹的設備改造については、エネルギー回収型廃棄物処理施設及びマ

テリアルリサイクル推進施設（ストックヤードを除く。）を対象とし、都道府県が策定

する長期広域化・集約化計画に沿った集約化を行う場合に、集約化に向けた既存施設の

更新時期の同期化を図る目的で、既存施設における老朽化した機械及び装置等の延命化

を行うものについて、原則として当初に計画した能力にまで回復される改造に係る事

業。ただし、当該事業完了後の稼働期間が原則として５年以上１０年未満程度のものに

限る。 

 

 

（４）浄化槽に係る事業 

浄化槽に係る事業とは、浄化槽の維持管理の負担軽減を図ることにより、生活環境の保

全及び公衆衛生の向上に寄与する事業であり、交付要綱別表１の第１１項の事業とし、事

業についての要件は、令和８年３月 31 日付け環循適発 26033131 号環境省環境再生・資源

循環局長通知別紙「浄化槽設置整備事業実施要綱」によるものとする。 

 

（５）施設整備に関する計画支援に係る事業 

施設整備に関する計画支援に係る事業とは、交付対象事業である施設整備事業に必要な

調査、計画、測量、設計、試験及び周辺環境調査等（施設の集約化に係るものを含む）を

行うものであり、交付要綱別表１の第１２項の事業とする。 

 

（６）災害廃棄物処理計画策定に係る事業 

  災害廃棄物処理計画の策定に係る事業とは、大規模災害発生時においても災害廃棄物を

適正かつ円滑・迅速に処理するため、災害廃棄物対策指針等に基づき、災害廃棄物の仮置

場の確保や一般廃棄物の処理を含めた災害時の廃棄物の処理方法及び当該施設の災害時の

活用方法、さらに、災害廃棄物処理計画等に基づいた周辺の地方公共団体や民間事業者等

との連携・協力体制の整備等について具体的に定めた災害廃棄物処理計画（ただし、廃棄

物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条に規定する一般廃棄

物の処理に関する計画は除く。）を策定し、廃棄物処理施設の整備に反映させることを目

的として、計画策定に必要な調査等を行うためのものであり、交付要綱別表１の第１３項

の事業とする。 

 

（７）廃焼却施設等の解体事業 

  廃焼却施設等の解体事業とは、環境大臣が必要であると認める場合及び予算の範囲内で

あって、廃焼却施設等を解体する事業で、交付要綱別表１の第１４項の事業とする。 

  ただし、災害廃棄物対策指針等に基づき災害廃棄物処理計画を策定し又は策定を予定し、

解体後の跡地を災害廃棄物の仮置場として指定するものに限るものとする。 

  なお、解体後の跡地は原則として、事業完了後１０年間は災害廃棄物の仮置場候補地と



して活用するものとし、期間内において他用途に活用する場合においては、同一規模の

新たな代替地を仮置場候補地として指定することとする。 

 

 

21．交付対象事業者の範囲 

  交付要綱別表第１項から第８項、第１０項及び第１２項の事業の交付対象事業者は、地

域計画の対象区域（交付要綱第３第１項の沖縄県、離島地域、奄美群島、小笠原諸島及び

山村地域並びに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第２項により公示

された過疎地域を除く。）の全域において、プラスチックに係る資源循環の促進等に関す

る法律（令和３年法律第６０号）第２条第３項に規定するプラスチック使用製品廃棄物

（同法第３３条第２項第１号に規定するプラスチック容器包装廃棄物及びそれ以外のプラ

スチック使用製品廃棄物の両方を含む場合に限る。）の分別収集及び再商品化に必要な措

置を行っている又は当該地域計画の期間の末日から１年後までに当該措置を行うことを計

画している市町村とする。 

 

 

22．交付の対象となる廃棄物処理施設等の範囲 

交付金の交付の対象となる廃棄物処理施設等の範囲は、次のとおりである。 

なお、用地取得に係る別表１第Ⅳ欄における別に定める施設とは、エネルギー回収型廃

棄物処理施設、廃棄物運搬中継施設（マテリアルリサイクルに資するものは除く）及び最

終処分場とする（ただし、最終処分場については、既存の最終処分場に東日本大震災によ

り生じた災害廃棄物を埋立処分した市町村が新たに最終処分場を整備する場合でその量に

見合った部分についてはこの限りでない）。また、当該廃棄物処理施設等の範囲には、設

備の予備品・消耗品・工具及び備品（次の（１）から（６）に該当する備品は除く。）は

含まないものとする。 

（１）マテリアルリサイクル推進施設 

ア．本事業の交付対象設備は、次に掲げるものであること。 

①受入・供給設備（搬入・退出路を除く。） 

②破砕・破袋設備 

③圧縮設備 

④選別設備・梱包設備・その他ごみの資源化のための設備 

⑤中古品・不用品の再生を行うための設備 

⑥再生利用に必要な保管のための設備 

⑦再生利用に必要な展示、交換のための設備 

⑧分別収集回収拠点の整備 

⑨電動ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備 

⑩その他、地域の実情に応じて、容器包装リサイクルの推進に資する施設等の整備 

⑪灰溶融設備・その他焼却残さ処理及び破砕残さ溶融に必要な設備 

⑫燃焼ガス冷却設備 



⑬排ガス処理設備 

⑭余熱利用設備（発生ガス等の利用設備を含む。） 

⑮通風設備 

⑯スラグ・メタル・残さ物等処理設備（資源化、溶融飛灰処理設備を含む。） 

⑰搬出設備 

⑱排水処理設備 

⑲換気、除じん、脱臭等に必要な設備 

⑳冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備 

㉑消火設備その他火災防止に必要な設備 

㉒前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

㉓前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

㉔前各号の設備の設置に必要な建築物 

㉕管理棟 

㉖構内道路 

㉗構内排水設備 

㉘搬入車両に係る洗車設備 

㉙構内照明設備 

㉚門、囲障 

㉛搬入道路その他ごみ搬入に必要な設備 

㉜電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

㉝前各号の設備の設置に必要な植樹、芝張、擁壁、護岸、防潮壁等 

イ．アの⑧、⑨、⑩の各設備を整備する場合は、複数を互いに組み合わせるものであるこ

と。 

ウ．アの⑧は令和７年３月３１日までに承認を受けた地域計画に掲げられた事業に限る。 

 

（２）分散型資源回収拠点施設 

ア．本事業の交付対象設備は、次に掲げるものであること。 

①受入・供給設備（搬入・退出路を除く。） 

②選別設備・梱包設備・その他ごみの資源化のための設備 

③中古品・不用品の再生を行うための設備 

④再生利用に必要な保管のための設備 

⑤再生利用に必要な展示、交換のための設備 

⑥前各号の設備の設置に必要な建築物 

⑦構内道路 

⑧構内排水設備 

⑨構内照明設備 

⑩門、囲障 



⑪搬入道路その他ごみ搬入に必要な設備 

⑫電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

⑬前各号の設備の設置に必要な植樹、芝張、擁壁、護岸、防潮壁等 

 

（３）エネルギー回収型廃棄物処理施設、高効率ごみ発電施設 

ア．本事業の交付対象設備は、次に掲げるものであること。 

①受入・供給設備（搬入・退出路を除く。） 

②前処理設備 

③固形燃料化設備・メタン等発酵設備・その他ごみの燃料化に必要な設備 

④燃焼設備・乾燥設備・焼却残さ溶融設備・その他ごみの焼却に必要な設備 

⑤燃焼ガス冷却設備 

⑥排ガス処理設備（湿式法の設備を除く。） 

⑦余熱利用設備・エネルギー回収設備（発生ガス等の利用設備を含む。） 

⑧通風設備 

⑨灰出し設備（灰固形化設備を含む。） 

⑩残さ物等処理設備（資源化設備を含む。） 

⑪搬出設備 

⑫排水処理設備（湿式法による排ガス処理設備からの排水処理に係る部分を除く。） 

⑬換気、除じん、脱臭等に必要な設備 

⑭冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備 

⑮薬剤、水、燃料の保管のための設備 

⑯消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑰前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

⑱前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

⑲前各号の設備の設置に必要な建築物 

⑳搬入車両に係る洗車設備 

㉑電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

㉒前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等 

イ．本事業の交付対象とならない建築物等の設備は、ア．⑲の建築物のうち、⑪、⑫、⑭

及び⑰の設備に係るもの（これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除

く。）。 

 

（４）廃棄物運搬中継施設 

本事業の交付対象設備は、次に掲げるものであること。 

 ①受入・供給設備（搬入・搬出路を除く。） 

 ②破砕・破袋設備 

 ③圧縮設備 



 ④選別設備・梱包設備・その他ごみの資源化のための設備 

 ⑤再生利用に必要な保管のための設備 

 ⑥再生利用に必要な展示、交換のための設備 

 ⑦搬出設備 

 ⑧排水処理設備 

 ⑨換気、除じん、脱臭等に必要な設備 

 ⑩冷却、加温、洗浄、放流等に必要な設備 

 ⑪消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑫前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

 ⑬前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

 ⑭前各号の設備の設置に必要な建築物 

 ⑮管理棟 

 ⑯構内道路 

 ⑰構内排水設備 

 ⑱搬入・搬出車両に係る洗車設備 

 ⑲構内照明設備 

 ⑳門、囲障 

 ㉑搬入・搬出道路その他ごみ搬入に必要な設備 

 ㉒電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

 ㉓前各号の設備の設置に必要な植樹、芝張、擁壁、護岸、防潮壁等 

 

（５）最終処分場 

ア．本事業の交付対象設備は、次に掲げるものであること。 

①管理・計量設備 

②擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備 

③止水壁その他止水に必要な設備 

④覆蓋設備、雨水排除溝その他雨水及び表流水の排除に必要な設備 

⑤浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備 

⑥沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備 

⑦飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備 

⑧破砕設備その他埋立処分の前処理に必要な設備 

⑨消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑩前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

⑪前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

⑫前各号の設備の設置に必要な建築物 



⑬積出施設、揚陸施設等ごみの搬入に必要な設備 

⑭電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

⑮前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等 

イ．本事業の交付対象とならない建築物等の設備は、ア．⑫の建築物のうち、①、⑥、⑧

及び⑩の設備に係るもの（これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除

く。）。 

 

（６）最終処分場再生事業 

ア．本事業の交付対象設備は、次に掲げるものであること。 

①管理・計量設備 

②擁壁、堰堤その他廃棄物の流出防止に必要な設備 

③止水壁その他止水に必要な設備 

④覆蓋設備、雨水排除溝その他雨水及び表流水の排除に必要な設備 

⑤浸出液集水管その他浸出液の集水に必要な設備 

⑥沈でん槽その他浸出液の処理に必要な設備 

⑦飛散防止柵その他廃棄物の飛散防止に必要な設備 

⑧破砕設備その他埋立処分の前処理に必要な設備 

⑨消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑩前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

⑪前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

⑫前各号の設備の設置に必要な建築物 

⑬積出施設、揚陸施設等ごみの搬入に必要な設備 

⑭電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

⑮前各号の設備の設置に必要な擁壁、護岸、防潮壁等 

イ．本事業の交付対象とならない建築物等の設備は、ア．⑫の建築物のうち、①、⑥、⑧

及び⑩の設備に係るもの（これらの設備のための基礎及び杭の工事に係る部分を除

く。）。 

 

（７）廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 

本事業の交付対象設備は、次に掲げるものであること。ただし、地球温暖化対策又は災

害廃棄物処理体制の強化又は 火災防止に資する設備改良に係るものに限る。 

ア．ごみ焼却施設（第 20 項． （３）アの事業として整備するもの） 

①受入・供給設備 

②前処理設備 

③メタン発酵設備 

④燃焼（溶融）設備 

⑤熱回収（排ガス冷却）設備 



⑥排ガス処理設備（湿式法の設備を除く。） 

⑦余熱利用設備（バイオガス利用設備を含む） 

⑧通風設備 

⑨灰出し設備 

⑩焼却残さ溶融設備 

⑪発酵残さ処理設備 

⑫給水設備 

⑬排水処理設備（湿式法による排ガス処理設備からの排水処理に係る部分を除く。） 

⑭電気設備 

⑮計装設備 

⑯消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑰前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

⑱前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

⑲前各号の設備の設置に必要な建築物 

⑳電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

イ．し尿処理施設（第 20 項 ．（３）ア、ウの事業として整備するもの） 

①機械・電気共通設備 

②受入貯留・前処理設備 

③主処理設備 

④高度処理設備 

⑤消毒・放流設備 

⑥汚泥処理設備 

⑦資源化設備 

⑧脱臭処理設備 

⑨取排水設備 

⑩電気設備 

⑪中央監視・計装設備 

⑫消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑬前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

⑭前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

⑮前各号の設備の設置に必要な建築物 

⑯電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

ウ．リサイクルセンター（第 20 項．（ ３）アの事業として整備するもの） 

  ①受入・供給設備 

  ②破砕・破袋設備 



  ③圧縮設備 

  ④選別設備・梱包設備・その他ごみの資源化のための設備 

  ⑤中古品・不用品の再生を行うための設備 

  ⑥再生利用に必要な保管のための設備 

  ⑦再生利用に必要な展示、交換のための設備 

  ⑧搬出設備 

  ⑨排水処理設備 

  ⑩電気設備 

  ⑪計装設備 

  ⑫換気、除じん、脱臭等に必要な設備 

  ⑬消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑭前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

  ⑮前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

  ⑯前各号の設備の設置に必要な建築物 

  ⑰管理棟 

  ⑱電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

  エ．ストックヤード（第 20 項．（３）アの事業として整備するもの） 

  ①受入・供給設備 

  ②破砕・破袋設備 

  ③圧縮設備 

  ④選別設備・梱包設備・その他ごみの資源化のための設備 

  ⑤再生利用に必要な保管のための設備 

  ⑥搬出設備 

  ⑦排水処理設備 

  ⑧電気設備 

  ⑨計装設備  

  ⑩換気、除じん、脱臭等に必要な設備 

  ⑪消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑫前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

  ⑬前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

  ⑭前各号の設備の設置に必要な建築物 

  ⑮管理棟 

  ⑯電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

オ．ごみ焼却施設（第 20 項．（３）イの事業として整備するもの） 

①消火設備その他火災防止に必要な設備 



②前号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

③前号の設備と同等の性能を発揮するもので前号の設備に代替して設置し使用される備品

（ただし、前号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに限

る。） 

④前号の設備の設置に必要な建築物 

⑤電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

カ．リサイクルセンター（第 20 項．（３）イの事業として整備するもの） 

①消火設備その他火災防止に必要な設備 

②前号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

③前号の設備と同等の性能を発揮するもので前号の設備に代替して設置し使用される備品

（ただし、前号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに限

る。） 

④前号の設備の設置に必要な建築物 

⑤電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

キ．ストックヤード（第 20 項．（３）イの事業として整備するもの） 

①消火設備その他火災防止に必要な設備 

②前号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

③前号の設備と同等の性能を発揮するもので前号の設備に代替して設置し使用される備品

（ただし、前号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに限

る。） 

④前号の設備の設置に必要な建築物 

⑤電気、ガス、水道等の引込みに必要な設備 

 

（８）廃棄物処理施設基幹的設備改造 

本事業の交付対象設備は、次に掲げるものであること。 

ア．エネルギー回収型廃棄物処理施設 

①受入・供給設備 

②前処理設備 

③メタン発酵設備 

④燃焼（溶融）設備 

⑤熱回収（排ガス冷却）設備 

⑥排ガス処理設備（湿式法の設備を除く。） 

⑦余熱利用設備（バイオガス利用設備を含む） 

⑧通風設備 

⑨灰出し設備 

⑩焼却残さ溶融設備 

⑪発酵残さ処理設備 

⑫給水設備 

⑬排水処理設備（湿式法による排ガス処理設備からの排水処理に係る部分を除く。） 



⑭電気設備 

⑮計装設備 

⑯消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑰前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

⑱前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

⑲前各号の設備の設置に必要な建築物 

イ. リサイクルセンター 

①受入・供給設備 

②破砕・破袋設備 

③圧縮設備 

④選別設備・梱包設備・その他ごみの資源化のための設備 

⑤中古品・不用品の再生を行うための設備 

⑥再生利用に必要な保管のための設備 

⑦再生利用に必要な展示、交換のための設備 

⑧搬出設備 

⑨排水処理設備 

⑩電気設備 

⑪計装設備 

⑫換気、除じん、脱臭等に必要な設備 

⑬消火設備その他火災防止に必要な設備 

⑭前各号の設備の設置に必要な電気、ガス、水道等の設備 

⑮前各号の設備と同等の性能を発揮するもので前各号の設備に代替して設置し使用される

備品（ただし、前各号の設備を設置し使用する場合と費用対効果が同等以上であるものに

限る。） 

⑯前各号の設備の設置に必要な建築物 

 

（９）廃焼却施設等の解体事業 

本事業の交付対象施設は、環境大臣が必要であると認める廃焼却施設等の解体に限る。 

 

 

23．その他 

 廃棄物処理施設整備交付金交付要綱第 12 の規定に基づき、廃棄物処理施設整備交付金

を受けて事業を実施する場合に限り、平成１７年４月１１日付け環廃対発第 050411002 号

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知別紙「循環型社会形成推進交付金交付取

扱要領」の定めるところにより行うものとする。 

 この場合において、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領第２項及び第６項は、それ

ぞれ廃棄物処理施設整備交付金交付取扱要領第２項及び第６項の定めによるものとする。 



 ただし、廃棄物処理施設整備交付金交付取扱要領第２項（１）に定める災害廃棄物処理

計画の添付は要せず、同第２項（２）に定める災害廃棄物処理計画の提出は事業の完了の

日から起算して１か月を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までとす

る。 

 

 

附則 

１．交付要綱別表１の第４項の高効率ごみ発電施設の整備事業は、平成２５年度以前に着工

し、平成２６年度以降に継続して実施する場合又は当該施設に係る第８項の事業を平成２

５年度以前に実施している場合に限ることとする。 

 

２．プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行日の前日までに所管都道府県

を経由して環境大臣に提出された地域計画（当該計画を延長する場合等を含む。）に基づ

き交付要綱別表第１第１項から第８項、第１０項及び第１２項までの事業を行う場合は、

第２１項の規定は適用しない。 

 

附則 

本要領は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度予算にかかる交付金事務から適用す

る。 
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      (直接工事費)                     

本 工 事 費 

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

材 料 費 

      

      

労 務 費 

      

      

       

直 接 経 費 

      

      

      

      

      

      

  別に定める「主要資材単価」の範囲内で

 事業実施可能な単価を基準とし、環境大臣

 に協議して承認を得た額。       

  別に定める「職種別賃金日額」及び「工

 事設計標準歩掛表」の範囲内で事業実施時

 期、地域の実情等を考慮し環境大臣に協議

 し承認を得た額。           

  直接工事費のうち直接経費については、

 特許使用料、水道、光熱、電力料（工事施

 工に直接必要とする分）の費用で環境大臣

 に協議し承認を得た額及び機械器具損料の

 合計額とする。            

  このうち、機械器具損料については、別

 に定める「機械器具損料表」による。   

      (間接工事費)                     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

共通仮設費 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   間接工事費のうち、共通仮設費について

 は、                 

  (1) 工事の施工に必要な機械器具等の運

   搬、移動に要する費用       

  (2) 準備、跡片付け整地等に要する費用

  (3) 機械設備の設置撤去及び仮道布設現

   道補修等に要する費用       

  (4) 仮設工事材料置場等の土地の借上げ

   に要する費用及び電力用水等の基本料

   金に要する費用          

  (5) 技術管理に要する費用      

  (6) 現場事務所、労務者宿舎及び資材置

   場等の営繕に要する費用（以下「営繕

   損料」という。）          

  (7) 労務者輸送に要する費用（以下「労

   務者輸送費」という。） 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Ⅰ 区  分 

 

Ⅱ 費  目 

 

Ⅲ 細  分 

 

      Ⅳ 基  準  額     

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

 

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

(8) 交通の管理、安全施設に要する費用

   の合計額をいう。  

 

営繕損料については、直接工事費と共通

 仮設費の合計額（以下「純工事費」という｡) 

 から共通仮設費のうちの営繕損料、労務者

 輸送費及び安全費を除いた額に次の各号に

 定める率を乗じて得た額の範囲内とする。 

なお、やむを得ない事由により工事を分

 割して施工する場合は、当該分割した工事

 ごとに算出すること。この場合、各対応額

 の率を適用して算出した額が直近下位の最

 高額に満たない場合には、当該最高額の範

 囲内において増額することができる。  

  (1) 純工事費（営繕損料、労務者輸送費

   及び安全費を除く。以下(2)～(4)にお 

   いて同じ。）が 500 万円以下の場合

                 2.5％

  (2) 純工事費が 500 万円を超え    

    1,000 万円以下の場合    1.9％ 

  (3) 純工事費が 1,000 万円を超え     

    3,000 万円以下の場合    1.5％ 

  (4) 純工事費が 3,000 万円を超える場合

                 1.0％ 

  労務者輸送費については、純工事費から

 共通仮設費のうち営繕損料、労務者輸送費

 及び安全費を除いた額に次の各号に定める

 率を乗じて得た額の範囲内とする。   

  なお、やむを得ない事由により工事を分

 割して施工する場合は、当該分割した工事

 ごとに算出すること。この場合、各対応額

 の率を適用して算出した額が直近下位の最

 高額に満たない場合には、当該最高額の範

 囲内において増額することができる。 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

Ⅰ 区  分 

 

Ⅱ 費  目 

 

Ⅲ 細  分 

 

      Ⅳ 基  準  額     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

 

現場管理費 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  (1) 純工事費（営繕損料、労務者輸送費

   及び安全費を除く。以下(2)～(9)にお

   いて同じ。）が 100 万円以下の場合

                 7.0％ 

  (2) 純工事費が 100 万円を超え    

    200 万円以下の場合       5.5％ 

  (3) 純工事費が 200 万円を超え    

    500 万円以下の場合       4.3％  

  (4) 純工事費が 500 万円を超え       

    800 万円以下の場合         3.3％  

  (5) 純工事費が 800 万円を超え     

    2,000 万円以下の場合       2.0％  

   (6) 純工事費が 2,000 万円を超え     

     3,000 万円以下の場合       1.7％ 

   (7) 純工事費が 3,000 万円を超え     

     5,000 万円以下の場合       1.3％ 

   (8) 純工事費が 5,000 万円を超え     

    10,000 万円以下の場合       0.8％ 

  (9)純工事費が 10,000 万円を超える場合

   前号において算出される額の最高額。

  

  純工事費（当該施設の工事に支給品があ

 る場合には、支給品費を加算し、特殊製品

 （付表）がある場合には、当該特殊製品費

 の２分の１に相当する額を減額すること。

 以下同じ。）に次の各号に定める率を乗じ

 て得た額の範囲内とする。       

  なお、やむを得ない事由により工事を分

 割して施工する場合は、当該分割した工事

 ごとに算出すること。この場合、各対応額

 の率を適用して算出した額が直近下位の最

 高額に満たない場合には、当該最高額の範

 囲内において増額することができる。  

   (1) 純工事費が 1,000 万円以下の場合

                 12.5％ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 区  分 

 

Ⅱ 費  目 

 

Ⅲ 細  分 

 

      Ⅳ 基  準  額     

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

一般管理費 

      

      

      

      

      

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

  (2) 純工事費が 1,000 万円を超え     

    2,000 万円以下の場合      10.5％ 

  (3) 純工事費が 2,000 万円を超え     

    5,000 万円以下の場合       9.0％ 

  (4) 純工事費が 5,000 万円を超え     

    7,000 万円以下の場合       8.0％ 

  (5) 純工事費が 7,000 万円を超える場合

                 7.5％ 

 

   直接工事費と間接工事費の合計額（以下 

 「工事原価」という。）に次の各号に定め 

 る率を乗じて得た額の範囲内とする。 

  なお、やむを得ない事由により工事を分 

 割して施工する場合は、当該分割した工事 

 ごとに算出すること。 

  この場合、各対応額の率を適用して算出 

 した額が直近下位の最高額に満たない場合 

 には、当該最高額の範囲内において増額す 

 ることができる。 

  (1) 工事原価が 500 万円以下の場合 

                14.0％ 

  (2) 工事原価が 500 万円を超え 

    1,000 万円以下の場合      13.5％ 

  (3) 工事原価が 1,000 万円を超え 

    4,000 万円以下の場合      13.0％ 

  (4) 工事原価が 4,000 万円を超え 

   10,000 万円以下の場合      12.5％ 

  (5) 工事原価が 10,000 万円を超え 

   20,000 万円以下の場合      12.0％ 

  (6) 工事原価が 20,000 万円を超える場合 

                11.5％ 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Ⅰ 区  分 

 

Ⅱ 費  目 

 

Ⅲ 細  分 

 

      Ⅳ 基  準  額       

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

      

      

      

 

 

 

      

      

      

      

 

事 務 費 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

      

付帯工事費 

      

      

      

      

      

      

 

廃焼却施設 

等解体費 

 

 

用地費及び 

補 償 費 

      

 

調 査 費 

 

      

工 事 雑 費 

      

      

 

旅 費 及 び 

庁      費 

      

      

      

       

 

 

 

 

 

      

土地造成費 

搬入道路等 

工 事 費 

門 囲 障 等 

工 事 費 

そ の 他 

工 事 費 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

 

 

 

 

   施設整備の付帯工事に要する必要最小限 

  度のものについて環境大臣に協議し承認を 

 得た額。 

   なお、算定方式は本工事費に準じて算定 

 すること。 

 

 

 

廃焼却施設等の解体に当たっては、解体工

事に要する必要最小限度のものについて環境

大臣に協議し、承認を得た額。 

 

用地取得（別に定める施設の用地費を除

く。）及び補償等に要する必要最小限度の範

囲で環境大臣に協議し、承認を得た額。 

 

  調査、測量及び試験等に要する費用で環境

 大臣に協議し承認を得た額。 

 

  工事費（工事雑費を除く｡) に次に定める

 率を乗じて得た額の範囲内とする。 

                                 1.0％ 

 

  工事費（工事雑費を除く｡)に次の各号に 

定める率を乗じて得た額の範囲内とする。 

 なお、各対応額の率を適用した場合の額 

が直近下位の最高額に満たない場合は、当 

該最高額の範囲内において増額することが 

できる。                

 (1) 工事費が 5,000 万円以下の場合  

                 3.5％ 

 (2) 工事費が 5,000 万円を超え    

    10,000 万円以下の場合   3.0％ 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 区  分 

 

Ⅱ 費  目 

 

Ⅲ 細  分 

 

      Ⅳ 基  準  額       

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) 工事費が 10,000 万円を超え   

    30,000 万円以下の場合   2.5％ 

  

    (4) 工事費が 30,000 万円を超え 

        50,000 万円以下の場合   2.0％ 

    (5) 工事費が 50,000 万円を超え 

        100,000 万円以下の場合  1.0％ 

    (6) 工事費が 100,000 万円を超える場合 

                    0.5％ 

 

 

備 考 

事業の工期が２ヶ年度以上に渡る場合、営繕損料、労務者輸送費、現場管理費、一般

管理費、工事雑費及び事務費のそれぞれの基準額の算定に関して定める率は、工期全体

の工事費（純工事費等）に対して適用し、当該基準額は、その範囲内で各年度に配分す

るものとする。 

 

付 表 

特殊製品とは、次のものをいう。 

管、弁類、ポンプ、モーター、コンクリート製並びに鉄製杭、計測設備、電気設備、

破砕機、圧縮機、切断機、脱臭設備、脱水機、攪拌装置、ウェストバーナー、脱硫装置

（主として乾式）、撤水機、滅菌機、ブロアー、ボイラー、加温設備、汚泥かき寄機、

高圧ポンプ、コンプレッサー、熱交換機、反応塔、油圧装置、コンベアー、レンガ、ス

トッカー、灰出し設備、電気集じん機、サイクロン、その他完成された製品として設置

することによって効用を発揮するものをいう）。 

ただし、現場加工されるものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   （１）マテリアルリサイクル推進施設で電動ごみ収集車等を整備する場合 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Ⅰ 区 分  

 

 Ⅱ 費 目  

 

Ⅲ 細 分 

 

Ⅳ  基  準  額 

 

 

  

 

 

  

 

 車 両 費  

（充・受電機器  

 設備費を含む） 

 

 

 購 入 費  

         

         

 

 

－ 

 

 

 

 

 ２ｔ車を原則とする。 

      20,000 千円×台数 

 

 

 

   （２）マテリアルリサイクル推進施設のその他の事業 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 Ⅰ 区 分  

 

 Ⅱ 費 目  

 

Ⅲ 細 分 

 

Ⅳ  基  準  額 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 その他の施設  

  及 び 設 備  

         

 

 

 

 環境大臣と協  

 議し承認を得  

 たもの     

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

良好な生活環境の形成及びリサ 

イクルを重視した街づくりを総 

合的に推進するための事業で環 

境大臣に協議し承認を得た額。 

 



Ⅱ 費用の説明 

交付対象事業の経費（以下「事業費」という。）は、工事費及び事務費に大別され、

工事費は更に本工事費、付帯工事費、廃焼却施設解体費、用地費及び補償費、調査費及

び工事雑費に、また事務費は、旅費及び庁費に分けられるが各費目の内容は次の各号に

よるものである。 

１．「本工事費」とは 

（１）直接工事費、間接工事費及び一般管理費等をいう。 

（２）「直接工事費」とは 

直接工事費は、箇所又は工事種類により各工事部門を工種、種別及び名称

に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の三要素につ

いて積算するものをいう。 

ア．材 料 費  工事を施工するに必要な材料の費用で別に定める主要資材

単価表を標準とし、買入れに要する費用及びこれに伴う運

搬費及び保管料の合計額をいう。 

イ．労 務 費    直接工事費のうち、労務費については、別に定める職種別

賃金日額表及び工事設計標準歩掛表の標準単価を標準とす

る。 

ウ．直 接 経 費    工事を施工するに直接必要とする経費でその算定は次によ

るものをいう。 

（ア）特 許 使 用 料    契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技

術者等に要する費用の合計額をいう。 

（イ）水道光熱電力料  工事を施工するに必要な電力、電灯使用料及び用水

使用料をいう。 

（ウ）機 械 器 具 損 料   工事を施工するに必要な機械の使用に要する経費

（材料費、労務費を除く。）で別に定める「機械損

 料表」による。 

（３）「間接工事費」とは 

ア．間接工事費は、各工事部門共通の前号以外の工事費及び経費とし、共通仮

設費及び現場管理費に分類するものをいう。 

イ．「共通仮設費」とは、次に掲げるものについて積算するものとする。 

（ア）運 搬 費  工事施工に必要な機械器具等の運搬現場内の器具等の移

動等に要する費用をいう。 

（イ）準 備 費  工事施工に必要な、準備、跡片付け、調査、測量、丁張

り（調査費に含まれるものを除く。）、伐開整地及び除

草等に要する費用をいう。 

（ウ）仮 設 費  機械設備の設置、撤去及び仮道、仮橋現場補修、用水並

びに電力等の供給設備等に要する費用をいう。 

（エ）役 務 費  仮設工事、材料置場等の土地の借上げ及び電力・用水等

の基本料金等に要する費用をいう。 



（オ）技術管理費  品質管理のための試験、出来形管理のための測量及び技

術管理上必要な資材の作成に要する費用をいう。 

（カ）営 繕 損 料  現場事務所、試験室、労務者宿舎、倉庫及び材料保管場

等の営繕に要する費用をいう。 

（キ）労務者輸送費 労務者輸送に要する費用をいう。 

（ク）安 全 費  交通管理及び安全施設等に要する費用をいう。 

ウ．「現場管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な現場経費で

あって、労務管理費、地代家賃、水道光熱費、運賃、消耗品費、通信運搬費

及びその他に要する費用をいう。（特殊製品については付表参照） 

（４）「一般管理費」とは、請負業者が工事を施工するために必要な一般管理費及び

利潤等であって、諸給与、福利厚生費、事務用品費、通信運搬費、保険料、公租

公課、旅費及びその他に要する費用をいう。 

（５）「付帯工事費」とは、当該施設の工事施工に伴い必要不可欠な付帯工事に要す

る経費をいう。 

ア．土地造成費は、施設設置に必要な最小限度の用地造成に必要な工事費（準

備工事費を含む。）をいう。 

イ．搬入道路等工事費は、施設設置に必要な最小限度の搬入道路及び構内道路

等に必要な工事費（準備工事費を含む。）をいう。 

ウ．門及び囲障等工事費は、敷地外周の門、囲障等の整備及びその他の工事に

必要な最小限度の工事費をいう。 

（６）「解体費」とは、廃止された廃棄物焼却施設等の解体に要する費用をいう。 

（７）「用地費及び補償費」とは、工事の施工に必要な最小限度の土地等の買収及び

借料並びに工事施工によって生じた家屋、立木、その他の財産権の侵害による

損失並びに物権の移転に伴う損失に対する補償に要する費用（補償金に換え直

接施工する補償工事に要する経費及び代替用地に対する差額補償費を含む。）

をいう。                 

（８）「工事雑費」とは、交付対象事業者が当該施設の工事等の施工に付随して要す 

      る費用であって、工事の現場事務に必要な備品費、消耗品費、賃金等、印刷製

本費、光熱水料通信運搬費、雑役務費、連絡旅費、及び工程に関係ある職員の

給与（退職手当金を除く。）並びにこの費目から賃金等又は給与等が支弁され

る者に係る交付対象事業者負担の労働者災害補償保険料等、その他に要する費

用をいう。 

 

２．「事務費」とは、交付対象事業者が事業施工のために直接必要な事務に要する費用

であって、旅費及び庁費〔賃金等（労働保険料を含む）、需用費（消耗品費、燃料

費、食糧費、印刷製本費、光熱水料及び修繕費）、委託料、使用料、賃借料、通信運

搬費、監督料及び備品費等の人件費並びに物件費〕をいう。 

 

 



Ⅲ 交付対象事業費の算定要領 

１．工事費について 

（１）本工事費及び付帯工事費の区分 

ア．本工事は、次のものについて算定すること。 

（ア）廃棄物の処理に直接必要な設備の設置に係る工事費 

（イ）（ア）設備を補完する設備のうち、管理棟の設置に係る工事費 

イ．付帯工事費は、次のものについて算定すること。 

（ア）廃棄物の処理に直接必要な設備を補完する設備（管理棟を除く。）の設置に

係る工事費 

（イ）施設の設置に必要な最小限度の用地の造成に必要な工事費（準備工事費を含

む。） 

（ウ）電気、ガス、水道等の引込み工事に係る負担金 

（エ）前各号に掲げる工事等以外のものであって、必要最小限度の付帯工事 

（２）直接工事費 

ア．材料費は、次のものについて算定すること。 

（ア）数量 

数量は、標準使用量に運搬、貯蔵及び施工中の損失量を実状に即して加算す

ることができること。 

（イ）価格 

価格は、別に定める主要資材単価表に基づくものとするが、これがない場合

には原則として入札時における市場価格とするものとし、これに買入れに要

する費用及びこれに伴う運搬費及び保管料を加算するものとすること。 

イ．労務費は、次のものについて算定すること。 

（ア）所要人員 

所要人員は、原則として現場条件及び工事規模を考慮して工事ごとに算定す

るが一般に過去の実績及び検討により得られた標準的な歩掛りを使用するも

のであり、別に定める工事標準歩掛表に基づいて算定するものとすること。 

（イ）労務賃金 

労務賃金は、労務者に支払われる賃金であって、基本給及び割増賃金をいう

ものであること。 

基本給は、別に定める職種別賃金日額表を使用するものとすること。基本

作業外の作業及び特殊条件による作業に従事した場合に支払われる賃金を割

増賃金といい、割増賃金は従事した時間及び条件によって加算することがで

きること。 

（３）特殊製品 

特殊製品とは、管理された工場において、原材料を混合及び成型または組立を行

う等加工工程を経て生産し、一般に市販されている製品等であって、設計積算に当

たって購入（特注を含む。）の上使用することを予定しているものであること。 

特殊製品は、交付取扱要領別表１の付表に掲げるもののほか次のもの等が該当す



る。 

ⅰ．コンクリート製品 

①ブロック（積、張、平、連節、根固、消波、空胴、縁石、Ｕ型、Ｌ型、

枠、境界、歩道） 

②杭（境界、ＰＣ、ＲＣ） 

③板（ＰＣ、ＲＣ） 

④柱（ＰＣ、ＲＣ） 

⑤矢板（ＰＣ、ＲＣ） 

⑥管（ヒューム、ＰＣ、ＲＣ、無筋コンクリート） 

⑦集水枡、街蓋、方格材、ＲＣ桁、柵、ボックスカルバート、組立擁壁 

ⅱ．鉄鋼及び金属製品 

①桁（Ｉ形鋼、Ｈ形鋼、溝形鋼、山形鋼） 

②杭（Ｈ形鋼、鋼管、簡易鋼） 

③鋼柱（照明、標識） 

④矢板（鋼、簡易鋼、鋼管） 

⑤管（鋼、鋳鉄、コルゲート） 

⑥支保工用Ｈ形鋼 

⑦簡易組立式橋梁、組立式歩道、ライナープレート、覆工板 

⑧ガードレール、ガードロープ、フェンス、ガードパイプ、落石防止柵、道路

鋲、舗装用鉄鋼、鋼格子床板 

ⅲ．ゴム・合成樹脂製品 

①合成樹脂管 

②ドレンホース 

③吸出防止材 

ⅳ．電気製品 

電気材料及び機器 

ⅴ．その他 

①石綿管 

②陶管 

③視線誘導票、標識、カーブミラー、情報板、吸防音壁、落石防止網、タイ

ル、消雪パイプ 

④継 手 

ⅵ．半製品 

①生コンクリート 

②生アスファルト合材 

③凍結防止材 

（４）管理棟に係る工事費 

管理棟に係る工事費は、次に掲げるものについて算定すること。 

①管理事務室、②管理制御室、③作業員控室、④試験室、⑤宿直、⑥仮眠



室、⑦浴室、⑧更衣室、⑨湯沸室、⑩食堂、⑪洗面所、⑫換気設備、⑬冷暖

房設備、⑭通信設備、⑮昇降機、⑯その他施設の管理に必要な設備 

（５）構内道路に係る工事費 

構内道路に係る工事費は、廃棄物の搬入車輌の搬入・退出・焼却残さ等の搬出及

び施設の維持管理に必要な車輌等の通行に必要な構内道路及び必要最小限度の駐車

場の整備に要する経費であること。 

（６）構内排水設備に係る工事費 

構内排水に必要な設備に係る工事費は、雨水の排除、場内清掃等に伴って生ずる

汚水の排除等に必要な設備に要する経費であること。 

なお、建築物又は構内道路と一体となっているものについては、それぞれの工事

費において算定されるものであること。 

（７）洗車設備に係る工事費 

洗車設備に係る工事費は、搬入車輌の単位時間当たりの台数に見合う必要最小限

度の設備に要する経費であること。 

なお、洗車汚水の処理に係る設備については、排水処理設備に係る工事費におい

て算定されるものであること。 

（８）構内照明設備に係る工事費 

構内照明設備に係る工事費は、施設の管理に必要な照明設備（建築物と一体とな

っているものは除く。）の整備に要する経費であること。 

（９）門、囲障に係る工事費 

門、囲障に係る工事費は、施設の管理に必要なものであって施設外周の門、囲障

の整備に必要な最小限度の工事に要する経費であること。 

（１０）搬入道路等に係る工事費 

搬入道路等に係る工事費は、主として廃棄物の搬入、車輌の搬入・退出・焼却残

さ等の搬出等に必要な道路等の整備に要する経費であること。 

（１１）解体に係る工事費 

要綱別表１の第１２項の事業による解体に係る工事費は、解体に要する経費であ

ること。要綱別表１の第１２項の事業以外による廃焼却炉の解体に係る工事費は、

整備する焼却施設と関連性・連続性があり、同数である場合及び廃焼却炉の解体跡

地の全部または一部を活用して新たな廃棄物処理施設（交付対象となる全ての廃棄

物処理施設）を整備する場合の当該廃焼却炉の解体に要する経費であること。 

また、廃焼却施設の跡地を利用して新たな廃棄物処理施設を整備する際の当該

廃焼施設の解体事業においては、当該廃焼却炉ダイオキシン濃度が３ng／ｇ以上

の濃度の場合にあっては、解体後５年以内（解体の翌年度から起算）に上記施設

の整備に着手すれば対象となること。 

なお、解体撤去に係る費用が施設の整備に要する費用を上回る場合においても交

付の対象とすること。ただし、解体後、地域計画に定めた期間内に廃棄物処理施設

の整備に着手しない場合は、交付金の返還をすること。 

 



２．事務費 

事務費のうち備品費は、原則として取得価格１品目１５万円未満のものについて算

定するものとし、１５万円以上のものについては、あらかじめ環境大臣に協議し、そ

の承認を得たものに限って算定することができること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（浄化槽設置整備事業（少人数高齢世帯の維持管理負担軽減事業に限る。）） 

1 区分 2 基   準   額 3 対象経費 

少人数高齢

世帯の維持

管理負担軽

減事業 

浄化槽法第 10 条に基づく保守点検及び清掃並びに同法

第 11 条に基づく法定検査に要する費用  24 千円×基

数 

市町村が廃棄物

処理施設整備交

付金交付要綱に

基づいて、浄化

槽の設置者に対

し、浄化槽法第

10 条に基づく保

守点検及び清掃

並びに同法第 11

条に基づく法定

検査に要する費

用を助成するた

めに必要な経費 

 

 


